
伊丹市高齢者特別給付金支給要綱 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は ， 国 民 年 金 制 度 上 ， 国 籍 要 件 等 が あ っ た た め に 老

齢 基 礎 年 金 等 の 受 給 資 格 を 得 る こ と の で き な か っ た 外 国 人 （ 住 民 基

本 台 帳 （ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 ８ １ 号 ） に 本 市 を 居 住 地 と し て 記 載 の あ

る 者 を い う 。以 下 同 じ 。）な ど ，年 金 制 度 の 有 す る 被 保 険 者 の 資 格 等

の 理 由 に よ り ， 老 齢 基 礎 年 金 等 を 受 け る こ と が で き な い 高 齢 者 に 対

し ，市 が 伊 丹 市 高 齢 者 特 別 給 付 金（ 以 下「 給 付 金 」と い う 。）を 支 給

す る こ と に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て ， 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ， そ れ ぞ

れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(１ ) 老 齢 基 礎 年 金 等  国 民 年 金 法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 １ ４ １ 号 ）

に 規 定 す る 老 齢 基 礎 年 金 ，国 民 年 金 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律（ 昭

和 ６ ０ 年 法 律 第 ３ ４ 号 。以 下「 昭 和 ６ ０ 年 改 正 法 」と い う 。）第 １

条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 国 民 年 金 法 に 規 定 す る 老 齢 年 金 及 び 通 算

老 齢 年 金 ， 厚 生 年 金 保 険 法 (昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 １ １ ５ 号 )に 規 定 す

る 老 齢 厚 生 年 金 ， 昭 和 ６ ０ 年 改 正 法 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の

厚 生 年 金 保 険 法 に 規 定 す る 老 齢 年 金 ， 法 律 に よ っ て 組 織 さ れ た 共

済 組 合 の 支 給 す る 老 齢 共 済 年 金 並 び に 国 民 年 金 法 等 の 一 部 を 改 正

す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 経 過 措 置 に 関 す る 政 令 （ 昭 和 ６ １ 年 政 令 第

５ ４ 号 ） 第 ２ ５ 条 に 規 定 す る 老 齢 を 支 給 事 由 と す る 年 金 た る 給 付

を い う 。  

(２ ) 高 齢 者  大 正 １ ５ 年 ４ 月 １ 日 以 前 に 生 ま れ た 者 を い う 。  

(３ )  公 的 年 金 等  児 童 扶 養 手 当 法 （ 昭 和 ３ ６ 年 法 律 ２ ３ ８ 号 ） 第

３ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 給 付 及 び こ れ ら に 準 ず る 給 付 を い う 。  

（ 支 給 対 象 者 ）  

第 ３ 条  市 長 は ，高 齢 者 で ，住 民 基 本 台 帳（ 昭 和 ４ ２ 年 法 律 第 ８ １ 号 ）

に 本 市 を 居 住 地 と し て 記 載 の あ る 者 の う ち ， 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 し ， か つ ， 老 齢 基 礎 年 金 等 の 受 給 資 格 が な い 者 （ 以 下 「 支 給 対

象 者 」 と い う 。） に 給 付 金 を 支 給 す る 。  

 (１ ) 昭 和 ５ ７ 年 １ 月 １ 日 現 在 ，日 本 国 内 で 外 国 人 登 録 を し て い た



者 。  

(２ ) 昭 和 ５ ７ 年 １ 月 １ 日 前 か ら 日 本 国 内 で 外 国 人 登 録 を し て い た

者 で ， 昭 和 ３ ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 日 本 国 籍 を 取 得 し ， 年 金 受 給 資

格 期 間 を 制 度 上 満 た す こ と が で き な い 者 。  

(３ ) 昭 和 ３ ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 に 日 本 へ 帰 国 し た 者 で ， 年 金 受 給 資

格 期 間 を 制 度 上 満 た す こ と が で き な い 者 。  

（ 支 給 制 限 ）  

第 ４ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず ， 支 給 対 象 者 が 次 の 各 号  

の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， 給 付 金 を 支 給 し な い も の と す る 。  

(１ ) 支 給 対 象 者 並 び に そ の 配 偶 者 及 び 扶 養 義 務 者 が ， 老 齢 福 祉 年

金 の 全 額 支 給 停 止 に 相 当 す る 所 得 が あ る と き 。 ま た ， 支 給 対 象 者

が 受 給 す る 公 的 年 金 等 を 年 額 ７ １ ２ ， ０ ０ ０ 円 以 上 受 給 し て い る

と き 。  

(２ ) 生 活 保 護 を 受 給 し て い る と き 。  

(３ ) 伊 丹 市 障 害 者 特 別 給 付 金 を 受 給 し て い る と き 。  

(４ ) 他 の 地 方 公 共 団 体 か ら ， こ の 要 綱 で 定 め る 給 付 金 と 趣 旨 を 同

じ く す る 給 付 金 を 年 額 ４ ３ ２ ， ８ ８ ８ 円 以 上 受 給 し て い る と き 。  

２  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず ， 支 給 対 象 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

当 す る と き は ， そ の 年 の ８ 月 か ら 翌 年 の ７ 月 ま で ， 給 付 金 は ， 支 給

し な い 。  

(１ )  前 年 の 所 得 が 国 民 年 金 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 等 の 政 令

（ 昭 和 ６ １ 年 政 令 第 ５ ３ 号 ） 第 １ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 国 民 年

金 法 施 行 令 （ 昭 和 ３ ４ 年 政 令 第 １ ８ ４ 号 。 以 下 「 旧 施 行 令 」 と い

う 。） 第 ６ 条 の ４ 第 １ 項 に 定 め る 額 を 超 え て い る と き 。  

(２ )  配 偶 者 又 は 民 法 （ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ） 第 ８ ７ ７ 条 第 １

項 に 定 め る 扶 養 義 務 者 で ， 主 と し て 当 該 支 給 対 象 者 の 生 計 を 維 持

す る 者（ 以 下「 扶 養 義 務 者 」と い う 。）の 前 年 の 所 得 が 旧 施 行 令 第

５ 条 の ４ 第 ２ 項 に 定 め る 額 を 超 え て い る と き 。  

３  前 項 第 １ 号 及 び 第 ２ 号 の 所 得 の 範 囲 及 び そ の 額 の 計 算 方 法 に つ い

て は ， 旧 施 行 令 第 ６ 条 及 び 第 ６ 条 の ２ の 規 定 を 準 用 す る 。  

（ 給 付 金 の 額 ）  

第 ５ 条  給 付 金 の 額 は 月 額 ３ ６ ， ０ ７ ５ 円 と す る 。  



２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 公 的 年 金 等 を 受 給 し て い る 者 に あ っ て

は ， ７ １ ２ ， ０ ０ ０ 円 か ら 当 該 公 的 年 金 等 の 年 額 を 控 除 し て 得 た 額

（ 当 該 控 除 し て 得 た 額 が ４ ３ ２ ， ８ ８ ８ 円 を 超 え る と き は ４ ３ ２ ，

８ ８ ８ 円 ） を １ ２ で 除 し て 得 た 額 を 月 額 と す る 。  

３  他 の 地 方 公 共 団 体 の 給 付 金 を 受 給 し て い る 者 に あ っ て は ，４ ３ ２ ，

８ ８ ８ 円 （ 前 項 の 規 定 が あ る 者 に あ っ て は ， ７ １ ２ ， ０ ０ ０ 円 か ら

公 的 年 金 等 の 年 額 を 控 除 し て 得 た 額 ） か ら 他 の 地 方 公 共 団 体 の 給 付

金 の 年 額 を 控 除 し て 得 た 額 を １ ２ で 除 し て 得 た 額 を 月 額 と す る 。  

（ 支 給 申 請 書 ）  

第 ６ 条  給 付 金 の 支 給 を 受 け よ う と す る 者 は ， 伊 丹 市 高 齢 者 特 別 給 付

金 支 給 申 請 書 （ 様 式 第 １ 号 ） に 公 的 年 金 未 受 給 状 況 等 申 立 書 （ 様 式

第 ２ 号 ） を 添 付 し て ， 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 支 給 の 決 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は ， 給 付 金 の 支 給 を 決 定 し た と き は ， 伊 丹 市 高 齢 者 特 別

給 付 金 支 給 決 定 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） よ り ， 給 付 金 の 不 支 給 を 決 定

し た と き は 伊 丹 市 高 齢 者 特 別 給 付 金 不 支 給 決 定 通 知 書（ 様 式 第 ４ 号 ）

に よ り ， 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 現 況 届 ）  

第 ８ 条  給 付 金 の 支 給 の 決 定 を 受 け た 者（ 以 下「 受 給 者 」と い う 。）は ，

毎 年 度 の ８ 月 １ 日 か ら 同 月 ３ １ 日 ま で の 間 （ ８ 月 １ 日 か ら 翌 年 の ３

月 ３ １ 日 ま で の 間 に 第 ６ 条 の 申 請 を し た 受 給 者 に あ っ て は ， 当 該 年

度 に 限 り 翌 年 度 の ４ 月 １ 日 か ら 同 月 ３ ０ 日 ま で の 間 ） に 伊 丹 市 高 齢

者 特 別 給 付 金 現 況 届 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な

い 。  

２  前 項 の 現 況 届 は ， 翌 年 度 の 給 付 金 の 支 給 の 申 請 を 兼 ね る も の と す

る 。  

（ 支 給 期 間 及 び 支 給 期 月 等 ）  

第 ９ 条  給 付 金 の 支 給 は ， 第 ６ 条 の 申 請 が あ っ た 日 の 属 す る 月 の  翌

月 か ら 始 め ，給 付 金 を 受 け る 権 利（ 以 下「 受 給 権 」と い う 。）の 消 滅

し た 日 の 属 す る 月 で 終 わ る も の と す る 。  

２  給 付 金 は ， 毎 年 ７ 月 ， １ ０ 月 ， １ 月 及 び ４ 月 に ， そ れ ぞ れ の 前 月

ま で の 分 を 支 給 す る 。 た だ し ， 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 は ， 当 該 支 給



期 間 及 び 支 給 期 月 を 変 更 す る こ と が で き る 。  

３  給 付 金 の 支 給 は ， 口 座 振 込 の 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 届 出 ）  

第 １ ０ 条  受 給 者 （ 受 給 者 が 死 亡 し た 場 合 は ， そ の 者 と 生 計 を 同 じ く

し て い た 者 ） は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 事 由 が 生 じ た と き

は ， 速 や か に 伊 丹 市 高 齢 者 特 別 給 付 金 資 格 要 件 等 変 更 届 （ 様 式 第 ６

号 ） に よ り ， 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

(１ )  第 １ １ 条 に 該 当 し ， 受 給 権 が 消 滅 し た と き 。  

(２ )  住 所 ま た は 氏 名 を 変 更 し た と き 。  

(３ )  給 付 金 の 受 領 に 係 る 金 融 機 関 ， 口 座 等 を 変 更 す る と き 。  

(４ )  公 的 年 金 等 の 受 給 状 況 に 変 動 が 生 じ た と き 。  

(５ )  生 活 保 護 を 受 給 し た と き 。  

(６ )  前 年 の 所 得 が 第 ４ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 額 を 超 え た と き 。  

(７ ) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か ， 給 付 金 の 受 給 に 変 動 を 及 す 事  

由 が 生 じ た と き 。  

２  受 給 者 の 配 偶 者 又 は 扶 養 義 務 者 は ， 受 給 者 が 死 亡 し た と き は ， 速

や か に 伊 丹 市 高 齢 者 特 別 給 付 金 資 格 要 件 等 変 更 届 （ 様 式 第 ６ 号 ） に

よ り ， 市 長 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

（ 受 給 権 の 消 滅 ）    

第 １ １ 条  受 給 権 は ， 受 給 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き ，  

消 滅 す る 。  

(１ )  受 給 者 が 死 亡 し た と き 。  

(２ )  第 ３ 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 し な く な っ た と き 。  

(３ )  第 ４ 条 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 す る と き 。  

２  受 給 者 が 第 ８ 条 に 規 定 す る 期 日 ま で に 現 況 届 を 提 出 し な い と き ，

そ の 者 の 受 給 権 は 当 該 期 日 の 属 す る 月 の 前 月 の 末 日 を も っ て 消 滅 す

る も の と す る 。  

３  市 長 は ， 前 各 項 の 規 定 に よ り ， 受 給 権 が 消 滅 し た 場 合 に は ， 伊 丹

市 高 齢 者 特 別 給 付 金 受 給 資 格 消 滅 通 知 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に よ り 当 該

受 給 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 未 支 給 の 給 付 金 ）  

第 １ ２ 条  受 給 者 が 死 亡 し た 場 合 に お い て ， そ の 死 亡 し た 者 に 支 給 す



べ き 給 付 金 で ， ま だ そ の 者 に 支 給 し な か っ た も の が あ る と き は ， そ の

者 と 生 計 を 同 じ く し て い た 者 は ， 伊 丹 市 高 齢 者 特 別 給 付 金 未 支 給 金 請

求 書 （ 様 式 第 ８ 号 ） に よ り ， そ の 未 支 給 の 給 付 金 の 支 給 を 請 求 す る こ

と が で き る 。  

（ 給 付 金 の 返 還 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は ， 受 給 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は  

伊 丹 市 高 齢 者 特 別 給 付 金 返 還 通 知 書 （ 様 式 第 ９ 号 ） に よ り ， 当 該 受

給 者 に 対 し 支 給 し た 給 付 金 の 全 部 ま た は 一 部 の 返 還 を 請 求 す る も の

と す る 。  

(１ )  重 複 し て 給 付 金 を 受 給 し た と き 。  

(２ )  受 給 権 が 消 滅 し た 後 の 期 間 に 係 る 給 付 金 を 受 給 し た と き 。  

(３ )  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り ， 給 付 金 を 受 給 し た と き 。  

（ 譲 渡 及 び 担 保 の 禁 止 ）  

第 １ ４ 条  こ の 要 綱 に よ る 給 付 を 受 け る 権 利 は ， こ れ を 譲 渡 し ， 又 は

担 保 に 供 し て は な ら な い 。  

（ 細 則 ）  

第 １ ５ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に 定 め る 。  

   付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 ８ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 １ 日 か ら 適

用 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  平 成 ８ 年 ４ 月 分 か ら 同 年 ７ 月 分 ま で の 給 付 金 に つ い て 第 ４ 条 第 ２

項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は ， 同 項 中 「 前 年 」 と あ る の は ，

「 前 々 年 」 と ，「 ８ 月 か ら 翌 年 の ７ 月 ま で 」 と あ る の は ，「 ４ 月 か ら

７ 月 ま で 」 と す る 。  

（ 平 成 ８ 年 度 の 特 例 ）  

３  平 成 ９ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ま で に 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 申 請 を し た 者 に 対

す る 給 付 金 の 支 給 は ， 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 平 成 ８ 年

４ 月 分 （ そ の 者 が 同 月 に お い て 給 付 金 の 受 給 資 格 を 有 し な い 者 で あ

る と き は ，そ の 者 が 受 給 資 格 を 有 す る こ と と な っ た 日 の 属 す る 月 分 ）

か ら 始 め る も の と す る 。  



４  給 付 金 の 支 給 申 請 は ， 平 成 ８ 年 ７ 月 １ 日 以 降 に 行 う も の と す る 。  

付  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ０ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 １ 日 か

ら 適 用 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  平 成 １ ０ 年 ４ 月 分 か ら 同 年 ７ 月 分 ま で の 給 付 金 に つ い て は ， 第 ４

条 第 ２ 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て は ， 同 項 中 「 前 年 」 と あ る

の は ，「 前 々 年 」と「 ８ 月 か ら 翌 年 ７ 月 ま で 」と あ る の は「 ４ 月 か ら

７ 月 ま で 」 と す る 。   

３  平 成 １ １ 年 ２ 月 ２ ８ 日 ま で に 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 申 請 を し た 者 に

対 す る 給 付 金 の 支 給 は ， 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず ， 平 成 １

０ 年 ４ 月 分 （ そ の 者 が ， 同 月 に お い て 給 付 金 の 受 給 権 を 有 し な い 者

で あ る と き は ， そ の 者 が 受 給 権 を 有 す る こ と と な っ た 日 の 属 す る 月

分 ） か ら 始 め る も の と す る 。  

  付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ３ 年 ８ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の

給 付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

  付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給 付

金 に つ い て 適 用 す る 。  

  付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給

付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

  付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給

付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

  付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給

付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

  付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給



付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

  付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給

付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

  付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給

付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

 付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給

付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

 付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ４ 年 １ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 １ 月 分 以 後 の 給

付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

 付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給

付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ５ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 １ ０ 月 分 以 後

の 給 付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給

付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給

付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ２ ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給

付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給

付 金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  



こ の 要 綱 は ， 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給 付

金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給 付

金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給 付

金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給 付

金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給 付

金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給 付

金 に つ い て 適 用 す る 。  

付  則  

こ の 要 綱 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ， 同 年 ４ 月 分 以 後 の 給 付

金 に つ い て 適 用 す る 。  

 

 


